
111

　

付録

・小学校学習指導要領（平成29年 3月告示）　抜粋

・中学校学習指導要領（平成29年 3月告示）　抜粋

・高等学校学習指導要領（平成30年 3月告示）　抜粋

・小学校学習指導要領（平成29年告示）解説総則編（平成29年 7月）	　抜粋

・中学校学習指導要領（平成29年告示）解説総則編（平成29年 7月）　抜粋

・高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説総則編（平成30年 7月）　抜粋

・幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
		の改善及び必要な方策等について（答申）（平成28年 12月 21日中央教育審議会）



112

付録　

　◆小学校学習指導要領（平成29年 3月告示）

第１章　総則
第１　小学校教育の基本と教育課程の役割
４　各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容
等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，
教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して，
教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・
マネジメント」という。）に努めるものとする。

第５　学校運営上の留意事項
１　教育課程の改善と学校評価等

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に
連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また，
各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核となること
を踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

２　家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
　　教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア　学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的
な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。
また，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を越えた交流の機会を設けること。

　◆中学校学習指導要領（平成29年 3月告示）

第１章　総則
第１　中学校教育の基本と教育課程の役割
４　各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容

等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，
教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して，
教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カリキュラム・
マネジメント」という。）に努めるものとする。

第５　学校運営上の留意事項
１　教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に
連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また，
各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核となること
を踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。
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２　	家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
　　教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
ア　学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的
な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。
また，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を越えた交流の機会を設けること。

　◆高等学校学習指導要領（平成30年 3月告示）

第１章　総則
第１款　高等学校教育の基本と教育課程の役割
５　各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内

容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく
こと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを
通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

第６款　学校運営上の留意事項
１　教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等	
ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に
連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また，
各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核となること
を踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。	

２　家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
　　教育課程の編成及び実施に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
ア　学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人的又は物的
な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。
また，高齢者や異年齢の子供など，地域における世代を越えた交流の機会を設けること。
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◆小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　総則編（平成	29	年７月）

第３章　教育課程の編成及び実施
第１節　小学校教育の基本と教育課程の役割
　４　カリキュラム・マネジメントの充実（第１章第１の４）

　　　各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の
内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図ってい
くこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなど
を通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

　本項は，各学校が教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことがで
きるよう，カリキュラム・マネジメントとは何かを定義するとともにその充実について示している。
　教育課程はあらゆる教育活動を支える基盤となるものであり，学校運営についても，教育課程に基づく教育
活動をより効果的に実施していく観点から組織運営がなされなければならない。カリキュラム・マネジメントは，
学校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向
上につなげていくことであり，本項においては，中央教育審議会答申の整理を踏まえ次の三つの側面から整理
して示している。具体的には，
・	 児童や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的
な視点で組み立てていくこと，

・	 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，
・	 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと
などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことと定義し
ている。
　また，総則の項目立てについても，各学校におけるカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていく観点か
ら，教育課程の編成，実施，評価及び改善の手続を踏まえて，①小学校教育の基本と教育課程の役割（第１章
総則第１），②教育課程の編成（第１章総則第２），③教育課程の実施と学習評価（第１章総則第３），④児童の
発達の支援（第１章総則第４），⑤学校運営上の留意事項（第１章総則第５），⑥道徳教育に関する配慮事項（第
１章総則第６）としているところである。各学校においては，こうした総則の全体像も含めて，教育課程に関
する国や教育委員会の基準を踏まえ，自校の教育課程の編成，実施，評価及び改善に関する課題がどこにある
のかを明確にして教職員間で共有し改善を行うことにより学校教育の質の向上を図り，カリキュラム・マネジ
メントの充実に努めることが求められる。
ア　	児童や学校，地域の実態を適切に把握すること
　　　　教育課程は，第１章総則第１の１が示すとおり「児童の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態

を十分考慮して」編成されることが必要である。各学校においては，各種調査結果やデータ等に基づき，
児童の姿や学校及び地域の現状を定期的に把握したり，保護者や地域住民の意向等を的確に把握した上で，
学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定めていくことが求められる。

イ　	カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育
活動の質の向上を図っていくこと

　　　　学校の教育活動の質の向上を図る取組は，教育課程に基づき組織的かつ計画的に行われる必要があ　る。
各学校においては，第１章総則第５の１アに示すとおり，「校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員
が適切に役割を分担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメント
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を行う」ことが必要である。また，教育課程は学校運営全体の中核ともなるものであり，同じく第１章総
則第５の１アに示すとおり，学校評価の取組についても，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら
実施するよう留意が必要である。

　　　　組織的かつ計画的に取組を進めるためには，教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメントに関
わる取組を，学校の組織全体の中に明確に位置付け，具体的な組織や日程を決定していくことが重要とな
る。校内の組織及び各種会議の役割分担や相互関係を明確に決め，職務分担に応じて既存の組織を整備，
補強したり，既存の組織を精選して新たな組織を設けたりすること，また，分担作業やその調整を含めて，
各作業ごとの具体的な日程を決めて取り組んでいくことが必要である。	

　　　　また，カリキュラム・マネジメントを効果的に進めるためには，何を目標として教育活動の質の向上を
図っていくのかを明確にすることが重要である。第１章総則第２の１に示すとおり，教育課程の編成の基
本となる学校の経営方針や教育目標を明確にし，家庭や地域とも共有していくことが求められる。
　( ｱ )	教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと

	 　教育課程の編成に当たっては，教育課程に関する法令や各学校の教育目標が定める教育の目的や目標の
実現を目指して，指導のねらいを明確にし，教育の内容を選択して組織し，それに必要な授業時数を配当
していくことが必要となる。各学校においては，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を選択し，
各教科等の内容相互の関連を図りながら指導計画を作成したり，児童の生活時間と教育の内容との効果的
な組み合わせを考えたりしながら，年間や学期，月，週ごとの授業時数を適切に定めたりしていくことが
求められる。

	 　その際，今回の改訂では，「生きる力」の育成という教育の目標が教育課程の編成により具体化され，
よりよい社会と幸福な人生を切り拓くために必要な資質・能力が児童一人一人に育まれるようにすること
を目指しており，「何を学ぶか」という教育の内容を選択して組織していくことと同時に，その内容を学
ぶことで児童が「何ができるようになるか」という，育成を目指す資質・能力を指導のねらいとして明確
に設定していくことが求められていることに留意が必要である。教育課程の編成に当たっては，第１章総
則第２の２に示す教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成を教育課程の中で適切に位置付けていく
ことや，各学校において具体的な目標及び内容を定めることとなる総合的な学習の時間において教科等の
枠を超えた横断的・総合的な学習が行われるようにすることなど，教科等間のつながりを意識して教育課
程を編成することが重要である。（教科等横断的な視点で教育の内容を編成する例について付録６参照）
　( ｲ )	教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと

	 　各学校においては，各種調査結果やデータ等を活用して，児童や学校，地域の実態を定期的に把握し，
そうした結果等から教育の目的や目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認し分析して課題となる事項
を見いだし，改善方針を立案して実施していくことが求められる。こうした改善については，校内の取組
を通して比較的直ちに修正できるものもあれば，教育委員会の指導助言を得ながら長期的に改善を図って
いくことが必要となるものもあるため，必要な体制や日程を具体化し組織的かつ計画的に取り組んでいく
ことが重要である。

	 　こうした教育課程の評価や改善は，第１章総則第５の１アに示すとおり，学校評価と関連付けながら実
施することが必要である。
　( ｳ )	教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと

	 　教育課程の実施に当たっては，人材や予算，時間，情報といった人的又は物的な資源を，教育の内容と
効果的に組み合わせていくことが重要となる。学校規模，教職員の状況，施設設備の状況などの人的又は
物的な体制の実態は，学校によって異なっており，教育活動の質の向上を組織的かつ計画的に図っていく
ためには，これらの人的又は物的な体制の実態を十分考慮することが必要である。そのためには，特に，
教師の指導力，教材・教具の整備状況，地域の教育資源や学習環境（近隣の学校，社会教育施設，児童の
学習に協力することのできる人材等）などについて具体的に把握して，教育課程の編成に生かすことが必
要である。
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	 　本項では，こうした人的又は物的な体制を確保することのみならず，その改善を図っていくことの重要
性が示されている。各学校には，校長，副校長や教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置かれ，
それらの担当者を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担して処理している。各学校の教育課程は，こ
れらの学校の運営組織を生かし，各教職員がそれぞれの分担に応じて教育課程に関する研究を重ね，創意
工夫を加えて編成や改善を図っていくことが重要である。また，学校は地域社会における重要な役割を担
い地域とともに発展していく存在であり，学校運営協議会制度や地域学校協働活動等の推進により，学校
と地域の連携及び協働の取組を更に広げ，教育課程を介して学校と地域がつながることにより，地域でど
のような子供を育てるのかといった目標を共有し，地域とともにある学校づくりが一層効果的に進められ
ていくことが期待される。

	 　以下，それぞれの項目の趣旨を踏まえて学校において実際に教育課程の編成や改善に取り組む際の手順
の一例を参考として示す。もっとも，編成した教育課程に基づき実施される日々の教育活動はもとより，
教育課程の編成や改善の手順は必ずしも一律であるべきではなく，それぞれの学校が学習指導要領等の関
連の規定を踏まえつつ，その実態に即して，創意工夫を重ねながら具体的な手順を考えるべきものである。
この点に十分留意することが求められる。

（手順の一例）
	(1)	教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。
　基本方針を明確にするということは，教育課程の編成に対する学校の姿勢や作業計画の大綱を明らかにす
るとともに，それらについて全教職員が共通理解をもつことである。
ア　学校として教育課程の意義，教育課程の編成の原則などの編成に対する基本的な考え方を明確にし，全
教職員が共通理解をもつ。

イ　編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め，作業計画の全体について全教職員が共通理解をもつ。
(2)	教育課程の編成・実施のための組織と日程を決める。
　教育課程の編成・実施は，校長のリーダーシップの下，組織的かつ計画的に取り組む必要がある。教育課
程の編成・実施を担当する組織を確立するとともに，それを学校の組織全体の中に明確に位置付ける。
　また，編成・実施の作業日程を明確にするとともに，学校が行う他の諸活動との調和を図る。その際，既
存の組織や各種会議の在り方を見直し必要に応じ精選を図るなど業務改善の視点をもつことも重要である。
ア　		編成・実施のための組織を決める。
( ｱ )　	編成・実施に当たる組織及び各種会議の役割や相互関係について基本的な考え方を明確にする。	
( ｲ )	 編成・実施に当たる組織及び各種会議を学校の組織全体の中に位置付け，組織内の役割や分担を具体的

に決める。
イ　	編成・実施のための作業日程を決める。
　　分担作業やその調整を含めて，各作業ごとの具体的な日程を決める。

	(3)	教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。
　事前の研究や調査によって，教育課程についての国や教育委員会の基準の趣旨を理解するとともに，教育
課程の編成に関わる学校の実態や諸条件を把握する。
ア　	教育課程についての国の基準や教育委員会の規則などを研究し理解する。
イ　	児童の心身の発達の段階や特性，学校及び地域の実態を把握する。その際，保護者や地域住民の意向，

児童の状況等を把握することに留意する。
(4)	学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定める。
　学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項は，学校教育の目的や目標及び教育課程の基準に基
づきながら，しかも各学校が当面する教育課題の解決を目指し，両者を統一的に把握して設定する。
ア　	事前の研究や調査の結果を検討し，学校教育の目的や目標に照らして，それぞれの学校や児童が直面し

ている教育課題を明確にする。
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イ　	学校教育の目的や目標を調和的に達成するため，各学校の教育課題に応じて，学校の教育目標など教育
課程の編成の基本となる事項を設定する。

ウ　	編成に当たって，特に留意すべき点を明確にする。
(5)	教育課程を編成する。
　教育課程は学校の教育目標の実現を目指して，指導内容を選択し，組織し，それに必要な授業時数を定め
て編成する。
ア　	指導内容を選択する。
( ｱ )		 	指導内容について，その基礎的・基本的な知識及び技能を明確にする。
( ｲ )		 	学校の教育目標の有効な達成を図るため，重点を置くべき指導内容を明確にする。
( ｳ )		 各教科等の指導において，基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と思考力，判断力，表現力等の	

育成を図るとともに，主体的に学習に取り組む態度を養う指導の充実や個に応じた指導を推進するよう
配慮する。

( ｴ )		 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及び体育・健康に関する指導について，適切な指導がなされ
るよう配慮する。	

( ｵ )		 学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力など，学校として，教
科等横断的な視点で育成を目指す資質・能力を明確にし，その育成に向けた適切な指導がなされるよう
配慮する。

( ｶ )		 児童や学校，地域の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な学習の時間を適切に展開できるよ
う配慮する。

( ｷ )		 各教科等の指導内容に取り上げた事項について，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を
通して資質・能力を育む効果的な指導ができるよう，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しな
がら，そのまとめ方や重点の置き方を検討する。

イ　	指導内容を組織する。
( ｱ )		 各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動について，各教科等間の指導内容相互

の関連を図る。
( ｲ )		 各教科等の指導内容相互の関連を明確にする。
( ｳ )		 発展的，系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。特に，内容を２学年まとめて示した

教科については，２学年間を見通した適切な指導計画を作成する。
( ｴ )		 各学年において，合科的・関連的な指導について配慮する。
ウ　	授業時数を配当する。
( ｱ )		 指導内容との関連において，各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動の年間授

業時数を定める。
( ｲ )		 各教科等や学習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし，１年間の中で，学期，月，週ごとの各教科等

の授業時数を定める。
( ｳ )		 各教科等の授業の１単位時間を，児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定

める。
(6)	教育課程を評価し改善する。
　実施中の教育課程を検討し評価して，その改善点を明確にして改善を図る。
ア　評価の資料を収集し，検討する。
イ　整理した問題点を検討し，原因と背景を明らかにする。
ウ　改善案をつくり，実施する。
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第５節　学校運営上の留意事項
　１　教育課程の改善と学校評価等
　①　カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け（第１章第５の１のア）

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に
連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。ま
た，各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核とな
ることを踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

　本項は，カリキュラム・マネジメントを，校長の方針の下に，全教職員の適切な役割分担と連携に基づき行
うとともに，学校評価と関連付けて行うことを示している。
　カリキュラム・マネジメントは，本解説第３章第１節の４において示すように，学校教育に関わる様々な取
組を，教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上につなげていくものである。「校
長の方針の下に」としているのは，カリキュラム・マネジメントは校長が定める学校の教育目標など教育課程
の編成の基本的な方針や校務分掌等に基づき行われることを示しており，全教職員が適切に役割を分担し，相
互に連携することが必要である。その上で，児童の実態や地域の実情，指導内容を踏まえて効果的な年間指導
計画等の在り方や，授業時間や週時程の在り方等について，校内研修等を通じて研究を重ねていくことも重要
であり，こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。
　また，各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は，学校が担う様々な業務の効率化を伴ってより
充実することができる。この点からも，「校長の方針の下」に学校の業務改善を図り，指導の体制を整えていく
ことが重要となる。
　次に，各学校が行う学校評価は，学校教育法第 42条において「教育活動その他の学校運営の状況について評
価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」と規定されており，教育課程の
編成，実施，改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ，教育課程を中心として教育活動の質の向
上を図るカリキュラム・マネジメントは学校評価と関連付けて実施することが重要である。
　学校評価の実施方法は，学校教育法施行規則第 66条から第 68条までに，自己評価・学校関係者評価の実施・
公表，評価結果の設置者への報告について定めるとともに，文部科学省では法令上の規定等を踏まえて「学校
評価ガイドライン〔平成 28年改訂〕」（平成 28年３月文部科学省）を作成している。同ガイドラインでは，具
体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきこととしつつ，その設定について検
討する際の視点となる例が 12分野にわたり示されている。学校評価をカリキュラム・マネジメントと関連付け
て実施する観点からは，教育課程・学習指導に係る項目はもとより，当該教育課程を効果的に実施するための
人的又は物的な体制の確保の状況なども重要である。各学校は，例示された項目を網羅的に取り入れるのでは
なく，その重点目標を達成するために必要な項目・指標等を精選して設定することが期待され，こうした例示
も参照しながら各教科等の授業の状況や教育課程等の状況を評価し改善につなげていくことが求められる。

　学校教育法
第 42条	 小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について

評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより，その教育水
準の向上に努めなければならない。

第 43条	 小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，これらの
者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報
を積極的に提供するものとする。
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　学校教育法施行規則	
第 66条	 小学校は，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行い，その結果を公表

するものとする。
　　　２　前項の評価を行うに当たつては，小学校は，その実情に応じ，適切な項目を設定して行うものとする。
第 67条	 小学校は，前条第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学

校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い，その結果を公表するよう努めるものとする。
第 68条	 小学校は，第 66条第１項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果

を，当該小学校の設置者に報告するものとする。	

（参考：学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価）
　文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン」では，各学校や設置者において評価項目・指標等の設定に
ついて検討する際の視点となる例として考えられるものを便宜的に分類した学校運営における以下の 12分野
ごとに例示している。
①教育課程・学習指導，②キャリア教育（進路指導），③生徒指導，④保健管理，⑤安全管理，⑥特別支援教育，
⑦組織運営，⑧研修（資質向上の取組），⑨教育目標・学校評価，⑩情報提供，⑪保護者，地域住民等との連携，
⑫環境整備
　これらの例示を参考にしつつ，具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべき
であるが，各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的な体制に関わる評価項目・
指標について，例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，真に必要な項目・指標等を精選して設定す
ることが期待される。	
（例えば「教育課程・学習指導」については，以下の項目が例示されている）
■　	教育課程・学習指導
○　	各教科等の授業の状況
・	 説明，板書，発問など，各教師の授業の実施方法
・	 視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の活用
・	 体験的な学習や問題解決的な学習，児童の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習の状況
・	 個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，児童の興味・関心等に応じた課題学習，補充的な学
習や発展的な学習などの個に応じた指導の方法等の状況

・	 ティーム・ティーチング指導などにおける教師間の協力的な指導の状況
・	 学級内における児童の様子や，学習に適した環境に整備されているかなど，学級経営の状況
・	 コンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した授業の状況
・	 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，児童の発達の段階に即した指導に関する状況
・	 授業や教材の開発に地域の人材など外部人材を活用し，よりよいものとする工夫の状況

○　	教育課程等の状況
・	 学校の教育課程の編成・実施の考え方についての教職員間の共通理解の状況
・	 児童の学力・体力の状況を把握し，それを踏まえた取組の状況
・	 児童の学習について観点別学習状況の評価や評定などの状況
・	 学校図書館の計画的利用や，読書活動の推進の取組状況
・	 体験活動，学校行事などの管理・実施体制の状況
・	 部活動など教育課程外の活動の管理・実施体制の状況
・	 必要な教科等の指導体制の整備，授業時数の配当の状況
・	 学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，児童の発達の段階に即した指導の状況
・	 教育課程の編成・実施の管理の状況（例：教育課程の実施に必要な，教科等ごと等の年間の指導計画や
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週案などが適切に作成されているかどうか）
・	 児童の実態を踏まえた，個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，補充的な学習や発展的な学
習など，個に応じた指導の計画状況

・	 幼小連携，小中連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況
・	（データ等）学力調査等の結果
・	（データ等）運動・体力調査の結果
・	（データ等）児童の学習についての観点別学習状況の評価・評定の結果
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◆中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　総則編（平成	29	年７月）

第３章　教育課程の編成及び実施
第１節　中学校教育の基本と教育課程の役割
　４　カリキュラム・マネジメントの充実（第１章第１の４）

　　　各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の
内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図ってい
くこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなど
を通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下「カ
リキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

　本項は，各学校が教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことがで
きるよう，カリキュラム・マネジメントとは何かを定義するとともにその充実について示している。
　教育課程はあらゆる教育活動を支える基盤となるものであり，学校運営についても，教育課程に基づく教育
活動をより効果的に実施していく観点から組織運営がなされなければならない。カリキュラム・マネジメントは，
学校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向
上につなげていくことであり，本項においては，中央教育審議会答申の整理を踏まえ次の三つの側面から整理
して示している。具体的には，	
・	 生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的
な視点で組み立てていくこと，	

・	 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，	
・	 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと
　などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことと定義
している。	　
　また，総則の項目立てについても，各学校におけるカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていく観点から，
教育課程の編成，実施，評価及び改善の手続を踏まえて，①中学校教育の基本と教育課程の役割（第１章総則
第１），②教育課程の編成（第１章総則第２），③教育課程の実施と学習評価（第１章総則第３），④生徒の発達
の支援（第１章総則第４），⑤学校運営上の留意事項（第１章第５），⑥道徳教育に関する配慮事項（第１章総
則第６）としているところである。各学校においては，こうした総則の全体像も含めて，教育課程に関する国
や教育委員会の基準を踏まえ，自校の教育課程の編成，実施，評価及び改善に関する課題がどこにあるのかを
明確にして教職員間で共有し改善を行うことにより学校教育の質の向上を図り，カリキュラム・マネジメント
の充実に努めることが求められる。	

ア　生徒や学校，地域の実態を適切に把握すること	　
　　教育課程は，第１章総則第１の１が示すとおり「生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実態を十
分考慮して」編成されることが必要である。各学校においては，各種調査結果やデータ等に基づき，生徒の
姿や学校及び地域の現状を定期的に把握したり，保護者や地域住民の意向等を的確に把握した上で，学校の
教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定めていくことが求められる。	

イ　カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活
動の質の向上を図っていくこと
学校の教育活動の質の向上を図る取組は，教育課程に基づき組織的かつ計画的に行われる必要がある。各
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学校においては，第１章総則第５の１アに示すとおり，「校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適
切に役割を分担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行う」
ことが必要である。また，教育課程は学校運営全体の中核ともなるものであり，同じく第１章総則第５の
１アに示すとおり，学校評価の取組についても，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施する
よう留意が必要である。

	　　組織的かつ計画的に取組を進めるためには，教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメントに関わ
る取組を，学校の組織全体の中に明確に位置付け，具体的な組織や日程を決定していくことが重要となる。
校内の組織及び各種会議の役割分担や相互関係を明確に決め，職務分担に応じて既存の組織を整備，補強し
たり，既存の組織を精選して新たな組織を設けたりすること，また，分担作業やその調整を含めて，各作業
ごとの具体的な日程を決めて取り組んでいくことが必要である。

	　　また，カリキュラム・マネジメントを効果的に進めるためには，何を目標として教育活動の質の向上を図っ
ていくのかを明確にすることが重要である。第１章総則第２の１に示すとおり，教育課程の編成の基本とな
る学校の経営方針や教育目標を明確にし，家庭や地域とも共有していくことが求められる。
（ｱ）教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと
	 　教育課程の編成に当たっては，教育課程に関する法令や各学校の教育目標が定める教育の目的や目標の
実現を目指して，指導のねらいを明確にし，教育の内容を選択して組織し，それに必要な授業時数を配当
していくことが必要となる。各学校においては，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を選択し，
各教科等の内容相互の関連を図りながら指導計画を作成したり，生徒の生活時間と教育の内容との効果的
な組み合わせを考えたりしながら，年間や学期，月，週ごとの授業時数を適切に定めたりしていくことが
求められる。

	 　その際，今回の改訂では，「生きる力」の育成という教育の目標が教育課程の編成により具体化され，よ
りよい社会と幸福な人生を切り拓くために必要な資質・能力が生徒一人一人に育まれるようにすることを
目指しており，「何を学ぶか」という教育の内容を選択して組織していくことと同時に，その内容を学ぶこ
とで生徒が「何ができるようになるか」という，育成を目指す資質・能力を指導のねらいとして明確に設
定していくことが求められていることに留意が必要である。教育課程の編成に当たっては，第１章	総則第
２の２に示す教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成を教育課程の中で適切に位置付けていくこと
や，各学校において具体的な目標及び内容を定めることとなる総合的な学習の時間において教科等の枠を
超えた横断的・総合的な学習が行われるようにすることなど，教科等間のつながりを意識して教育課程を
編成することが重要である。（教科等横断的な視点で教育の内容を編成する例について付録６参照）	
（ｲ）教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと
	 　各学校においては，各種調査結果やデータ等を活用して，生徒や学校，地域の実態を定期的に把握し，
そうした結果等から教育の目的や目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認し分析して課題となる事項
を見いだし，改善方針を立案して実施していくことが求められる。こうした改善については，校内の取組
を通して比較的直ちに修正できるものもあれば，教育委員会の指導助言を得ながら長期的に改善を図って
いくことが必要となるものもあるため，必要な体制や日程を具体化し組織的かつ計画的に取り組んでいく
ことが重要である。

	 　こうした教育課程の評価や改善は，第１章総則第５の１のアに示すとおり，学校評価と関連付けながら
実施することが必要である。
（ｳ）教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと
	 　教育課程の実施に当たっては，人材や予算，時間，情報といった人的又は物的な資源を，教育の内容と
効果的に組み合わせていくことが重要となる。学校規模，教職員の状況，施設設備の状況などの人的又は
物的な体制の実態は，学校によって異なっており，教育活動の質の向上を組織的かつ計画的に図っていく
ためには，これらの人的又は物的な体制の実態を十分考慮することが必要である。そのためには，特に，
教師の指導力，教材・	教具の整備状況，地域の教育資源や学習環境（近隣の学校，社会教育施設，生徒の
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学習に協力することのできる人材等）などについて客観的かつ具体的に把握して，教育課程の編成に生か
すことが必要である。

	 　本項では，こうした人的又は物的な体制を確保することのみならず，その改善を図っていくことの重要
性が示されている。各学校には，校長，副校長や教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置かれ，
それらの担当者を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担して処理している。各学校の教育課程は，こ
れらの学校の運営組織を生かし，各教職員がそれぞれの分担に応じて教育課程に関する研究を重ね，創意
工夫を加えて編成や改善を図っていくことが重要である。また，学校は地域社会における重要な役割を担
い地域とともに発展していく存在であり，学校運営協議会制度や地域学校協働活動等の推進により，学校
と地域の連携及び協働の取組を更に広げ，教育課程を介して学校と地域がつながることにより，地域でど
のような子供を育てるのかといった目標を共有し，地域とともにある学校づくりが一層効果的に進められ
ていくことが期待される。

	 　以下，それぞれの項目の趣旨を踏まえて学校において実際に教育課程の編成や改善に取り組む際の手順
の一例を参考として示す。もっとも，編成した教育過程に基づき実施される日々の教育活動はもとより，
教育課程の編成や改善の手順は必ずしも一律であるべきではなく，それぞれの学校が学習指導要領等の関
連の規定を踏まえつつ，その実態に即して，創意工夫を重ねながら具体的な手順を考えるべきものである。
この点に十分留意することが求められる。

（手順の一例）
	（1）			教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。	　

　基本方針を明確にするということは，教育課程の編成に対する学校の姿勢や作業計画の大綱を明らかに
するとともに，それらについて全教職員が共通理解をもつことである。
ア　学校として教育課程の意義，教育課程の編成の原則などの編成に対する基本的な考え方を明確にし，
全教職員が共通理解をもつ。
イ　編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め，作業計画の全体について全教職員が共通理解をもつ。

	（2）			教育課程の編成・実施のための組織と日程を決める。
　教育課程の編成・実施は，校長のリーダーシップの下，組織的かつ計画的に取り組む必要がある。教育
課程の編成・実施を担当する組織を確立するとともに，それを学校の組織全体の中に明確に位置付ける。
	　また，編成・実施の作業日程を明確にするとともに，学校が行う他の諸活動との調和を図る。その際，既
存の組織や各種会議の在り方を見直し必要に応じ精選を図るなど業務改善の視点をもつことも重要である。	
ア　編成・実施のための組織を決める。
（ｱ）編成・実施に当たる組織及び各種会議の役割や相互関係について基本的な考え方を明確にする。
（ｲ）編成・実施に当たる組織及び各種会議を学校の組織全体の中に位置付け，組織内の役割や分担を具体

的に決める。	
イ　編成・実施のための作業日程を決める。
	　					分担作業やその調整を含めて，各作業ごとの具体的な日程を決める。

（3）			教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。
　　事前の研究や調査によって，教育課程についての国や教育委員会の基準の趣旨を理解するとともに，教
育課程の編成に関わる学校の実態や諸条件を把握する。	
ア　教育課程についての国の基準や教育委員会の規則などを研究し理解する。	
イ　生徒の心身の発達の段階や特性，学校及び地域の実態を把握する。その際，保護者や地域住民の意向，		

生徒の状況等を把握することに留意する。	
（4）			学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定める。

　学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項は，学校教育の目的や目標及び教育課程の基準に
基づきながら，しかも各学校が当面する教育課題の解決を目指し，両者を統一的に把握して設定する。	
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ア　事前の研究や調査の結果を検討し，学校教育の目的や目標に照らして，それぞれの学校や生徒が直面し
ている教育課題を明確にする。	

イ　学校教育の目的や目標を調和的に達成するため，各学校の教育課題に応じて，学校の教育目標など教育
課程の編成の基本となる事項を設定する。	

ウ　編成に当たって，特に留意すべき点を明確にする。	
（5）			教育課程を編成する。

　教育課程は学校の教育目標の実現を目指して，指導内容を選択し，組織し，それに必要な授業時数を定
めて編成する。	

　ア　指導内容を選択する。	
（ｱ）	 	指導内容について，その基礎的・基本的な知識及び技能を明確にする。	
（ｲ）	 	学校の教育目標の有効な達成を図るため，重点を置くべき指導内容を明確にする。
（ｳ）	 	各教科等の指導において，基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と思考力，判断力，表現力等の　			
　　	育成を図るとともに，主体的に学習に取り組む態度を養う指導の充実や個に応じた指導を推進する配慮
　　	する。	
（ｴ）	 	学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及び体育・健康に関する指導について，適切な指導がなされ	

るよう配慮する。	
（ｵ）	 	学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力など，学校として，教
							科等横断的な視点で育成を目指す資質・能力を明確にし，その育成に向けた適切な指導がなされるよう　	

	配慮する。	
（ｶ）	 	生徒や学校，地域の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な学習の時間を適切に展開できるよ

う配慮する。	
（ｷ）	 	各教科等の指導内容に取り上げた事項について，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を	
　　	通して資質・能力を育む効果的な指導ができるよう，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しな
	　　がら，そのまとめ方や重点の置き方を検討する。	

　　イ　指導内容を組織する。	
（ｱ）	 各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動について，各教科等間の指導内容相互の関連を図る。
（ｲ）	 各教科等の指導内容相互の関連を明確にする。	
（ｳ）	 発展的，系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。	

　　ウ　授業時数を配当する。	
（ｱ）	 指導内容との関連において，各教科，道徳科，総合的な学習の時間及び特別活動の年間授業時数を定める。	
（ｲ）各教科等や学習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし，１年間の中で，学期，月，週ごとの教科等の

授業時数を定める。	
（ｳ）各教科等の授業の１単位時間を，生徒の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定

める。
（6）			教育課程を評価し改善する。
　　実施中の教育課程を検討し評価して，その改善点を明確にして改善を図る。	
　　ア　評価の資料を収集し，検討する。	
　　イ　整理した問題点を検討し，原因と背景を明らかにする。	
　　ウ　改善案をつくり，実施する。
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第５節　学校運営上の留意事項
　１　教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等
　①　カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け（第１章第５の１のア）

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互に
連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。ま
た，各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核とな
ることを踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。

　本項は，カリキュラム・マネジメントを，校長の方針の下に，全教職員の適切な役割分担と連携に基づき
行うとともに，学校評価と関連付けて行うことを示している。	　
　カリキュラム・マネジメントは，本解説第３章第１節の４において示すように，学校教育に関わる様々な
取組を，教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上につなげていくものである。
カリキュラム・マネジメントの実施に当たって，「校長の方針の下に」としているのは，学校の教育目標など
教育課程の編成の基本となる事項とともに，校長が定める校務分掌に基づくことを示しており，全教職員が
適切に役割を分担し，相互に連携することが必要である。その上で，生徒の実態や地域の実情，指導内容を
踏まえて効果的な年間指導計画等の在り方や，授業時間や週時程の在り方等について，校内研修等を通じて
研究を重ねていくことも重要であり，こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。	　
　また，各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は，学校が担う様々な業務の進め方の改善を伴っ
てより充実することができる。この点からも，「校長の方針の下」に学校の業務改善を図り，指導の体制を整
えていくことが重要となる。	　
　また，各学校が行う学校評価は，学校教育法第	42	条において「教育活動その他の学校運営の状況について
評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」と規定されており，教育課
程の編成，実施，改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ，教育課程を中心として教育活動の
質の向上を図るカリキュラム・マネジメントは学校評価と関連付けて実施することが重要である。	　
　学校評価の実施方法は，学校教育法施行規則第	66	条から第	68	条までに，自己評価・学校関係者評価の実
施・公表，評価結果の設置者への報告について定めるとともに，文部科学省では法令上の規定等を踏まえて「学
校評価ガイドライン〔平成 28年改訂〕」（平成 28年３月文部科学省）を作成している。同ガイドラインでは，
具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきことではあるが，その設定につ
いて検討する際の視点となる例が 12分野にわたり示されている。カリキュラム・マネジメントと関連付けて
実施する観点からは，教育課程・学習指導に係る項目はもとより，当該教育課程を効果的に実施するための
人的又は物的な体制の確保の状況なども重要である。	　
　各学校は，例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，その重点目標を達成するために必要な項目・
指標等を精選して設定することが期待され，こうした例示も参照しながら各教科等の授業の状況や教育課程
等の状況を評価し改善につなげていくことが求められる。	

　学校教育法	
第	42	条	 小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について

評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより，その教育水
準の向上に努めなければならない。	

第	43	条	 小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，これらの
者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報
を積極的に提供するものとする。	

第	49	条	 第	30	条第２項，第	31	条，第	34	条，第	35	条及び第	37	条から第	44	条までの規定は，中学校に準用する。	
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　学校教育法施行規則	
第	66	条	 小学校は，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行い，その結果を公表

するものとする。	
　　　２	 前項の評価を行うに当たつては，小学校は，その実情に応じ，適切な項目を設定して行うものとする。	
第	67	条	 小学校は，前条第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の生徒の保護者その他の当該小学

校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い，その結果を公表するよう努めるものとする。	
第	68	条	 小学校は，第	66	条第１項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果

を，当該小学校の設置者に報告するものとする。	
第	79	条	 第	41	条から第	49	条まで，第	50	条第２項，第	54	条から第	68	条までの規定は，中学校に準用する。

（略）

（参考：学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価）	　
　文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン」では，各学校や設置者において評価項目・指標等の設定につい
て検討する際の視点となる例として考えられるものを便宜的に分類した学校運営における以下の 12分野ごとに例
示している。	
①教育課程・学習指導，②キャリア教育（進路指導），③生徒指導，④保健管理，⑤安全管理，⑥特別支援教育，
⑦組織運営，⑧研修（資質向上の取組），⑨教育目標・学校評価，⑩情報提供，⑪保護者，地域住民等との連携，
⑫環境整備	　
　これらの例示を参考にしつつ，具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきであ
るが，各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的な体制に関わる評価項目・指標に
ついて，例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，真に必要な項目・	指標等を精選して設定することが
期待される。	
　（例えば「教育課程・学習指導」については，以下の項目が例示されている）	
■　教育課程・学習指導	
○　各教科等の授業の状況	　
・説明，板書，発問など，各教師の授業の実施方法	　
・視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の活用	　
・体験的な学習や問題解決的な学習，生徒の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習の状況	　
・個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，生徒の興味・関心等に応じた課題学習，補充的な学習や発
展的な学習などの個に応じた指導の方法等の状況	　

・ティーム・ティーチング指導などにおける教師間の協力的な指導の状況	　
・学級内における生徒の様子や，学習に適した環境に整備されているかなど，学級経営の状況	　
・コンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した授業の状況
・学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，生徒の発達の段階に即した指導に関する状況	　
・授業や教材の開発に地域の人材など外部人材を活用し，よりよいものと	する工夫の状況

○　教育課程等の状況	　
・学校の教育課程の編成・実施の考え方についての教職員間の共通理解の状況	　
・生徒の学力・体力の状況を把握し，それを踏まえた取組の状況	　
・生徒の学習について観点別学習状況の評価や評定などの状況	　
・学校図書館の計画的利用や，読書活動の推進の取組状況	　
・体験活動，学校行事などの管理・実施体制の状況	　
・部活動など教育課程外の活動の管理・実施体制の状況
・必要な教科等の指導体制の整備，授業時数の配当の状況	　
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・学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，生徒の発達の段階に即した指導の状況	　
・教育課程の編成・実施の管理の状況（例：教育課程の実施に必要な，教科等ごと等の年間の指導計画や週案な
どが適切に作成されているかどうか）	　
・生徒の実態を踏まえた，個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，補充的な学習や発展的な学習など，
個に応じた指導の計画状況	　

・幼小連携，小中連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況	　
・（データ等）学力調査等の結果	　
・（データ等）運動・体力調査の結果	　
・（データ等）生徒の学習についての観点別学習状況の評価・評定の結果
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◆高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　総則編（平成 30 年７月）

第３章　教育課程の編成
第１節　高等学校教育の基本と教育課程の役割
　５　カリキュラム・マネジメントの充実（第１章総則第１款５）

　　　各学校においては，生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や目標の実現に必要な教育
の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，教育課程の実施状況を評価してその改善を図っ
ていくこと，教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこ
となどを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと
（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めるものとする。

　本項は，各学校が教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことがで
きるよう，カリキュラム・マネジメントとは何かを定義するとともにその充実について示している。
　教育課程はあらゆる教育活動を支える基盤となるものであり，学校運営についても，教育課程に基づく教育
活動をより効果的に実施していく観点から組織運営がなされなければならない。カリキュラム・マネジメントは，
学校教育に関わる様々な取組を，教育課程を中心に据えながら組織的かつ計画的に実施・評価し，教育活動の
質の向上につなげていくことであり，本項においては，平成 28年 12 月の中央教育審議会答申の整理を踏まえ
次の三つの側面から整理して示している。具体的には，生徒や学校，地域の実態を適切に把握した上で，	
・教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと，	
・教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと，	
・教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと	
などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくことと定義し
ている。	
　また，総則の項目立てについても，各学校におけるカリキュラム・マネジメントを円滑に進めていく観点から，
教育課程の編成，実施，評価及び改善の手続を踏まえて，①高等学校教育の基本と教育課程の役割（第１章総
則第１款），②教育課程の編成（第１章総則第２款），③教育課程の実施と学習評価（第１章総則第３款），④単
位の修得及び卒業の認定（第１章総則第４款），⑤生徒の発達の支援（第１章総則第５款），⑥学校運営上の留
意事項（第１章総則第６款），⑦道徳教育に関する配慮事項（第１章総則第７款）としているところである。各
学校においては，こうした総則の全体像も含めて，教育課程に関する国や教育委員会の基準を踏まえ，自校の
教育課程の編成，実施，評価及び改善に関する課題がどこにあるのかを明確にして教職員間で共有し改善を行
うことにより学校教育の質の向上を図り，カリキュラム・マネジメントの充実に努めることが求められる。	

　ア　生徒や学校，地域の実態を適切に把握すること	　
　教育課程は，第１章総則第１款が示すとおり「生徒の心身の発達の段階や特性等，課程や学科の特色及び学
校や地域の実態を十分考慮して」編成されることが必要である。各学校においては，各種調査結果やデータ等
に基づき，生徒の姿や学校及び地域の現状を定期的に把握したり，保護者や地域住民の意向等を的確に把握し
た上で，学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定めていくことが求められる。	

イ　カリキュラム・マネジメントの三つの側面を通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活
動の質の向上を図っていくこと	　
　学校の教育活動の質の向上を図る取組は，教育課程に基づき組織的かつ計画的に行われる必要がある。各学
校においては，第１章総則第６款１アに示すとおり，「校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に
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役割を分担しつつ，相互に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行う」こと
が必要である。また，教育課程は学校運営全体の中核ともなるものであり，同じく第１章総則第６款１アに示
すとおり，学校評価の取組についても，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意が必
要である。	　
　組織的かつ計画的に取組を進めるためには，教育課程の編成を含めたカリキュラム・マネジメントに関わる
取組を，学校の組織全体の中に明確に位置付け，具体的な組織や日程を決定していくことが重要となる。校内
の組織及び各種会議の役割分担や相互関係を明確に決め，職務分担に応じて既存の組織を整備，補強したり，
既存の組織を精選して新たな組織を設けたりすること，また，分担作業やその調整を含めて，各作業ごとの具
体的な日程を決めて取り組んでいくことが必要である。
　また，カリキュラム・マネジメントを効果的に進めるためには，何を目標として教育活動の質の向上を図っ
ていくのかを明確にすることが重要である。第１章総則第２款１に示すとおり，各学校の教育目標を明確にす
るとともに，教育課程についての基本的な方針を家庭や地域とも共有していくことが求められる。	

（ｱ）	教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと	
　教育課程の編成に当たっては，教育課程に関する法令や各学校の教育目標が定める教育の目的や目標の
実現を目指して，指導のねらいを明確にし，教育の内容を選択して組織し，それに必要な単位数や授業時
数を配当していくことが必要となる。各学校においては，教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等
を選択し，各教科・科目等の内容相互の関連を図りながら指導計画を作成したり，生徒の生活時間を教育
の内容との効果的な組み合わせを考えたりしながら，年間や学期，月，週ごとの授業時数を適切に定めた
りしていくことが求められる。	　
　その際，今回の改訂では，「生きる力」の育成という教育の目標が教育課程の編成により具体化され，よ
りよい社会と幸福な人生を切り拓くために必要な資質・能力が生徒一人一人に育まれるようにすることを
目指しており，「何を学ぶか」という教育の内容を選択して組織していくことと同時に，その内容を学ぶこ
とで生徒が「何ができるようになるか」という，育成を目指す資質・能力を指導のねらいとして明確に設
定していくことが求められていることに留意が必要である。教育課程の編成に当たっては，第１章総則第
２款２に示す教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成を教育課程の中で適切に位置付けていくこと
や，各学校において具体的な目標及び内容を定めることとなる総合的な探究の時間において教科等の枠を
超えた横断的・総合的な	学習が行われるようにすることなど，教科等間のつながりを意識して教育課程を
編成することが重要である。	

（ｲ）	教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと	　
　各学校においては，各種調査結果やデータ等を活用して，生徒や学校，地域の実態を定期的に把握し，そ　
うした結果等から教育目標の実現状況や教育課程の実施状況を確認し分析して課題となる事項を見いだし，
改善方針を立案して実施していくことが求められる。こうした改善については，校内の取組を通して比較
的直ちに修正できるものもあれば，教育委員会の指導助言を得ながら長期的に改善を図っていくことが必
要となるものもあるため，必要な体制や日程を具体化し組織的かつ計画的に取り組んでいくことが重要で
ある。	　
　こうした教育課程の評価や改善は，第１章総則第６款１アに示すとおり，学校評価と関連付けながら実
施することが必要である。文部科学省が作成している「学校評価ガイドライン〔平成 28	年改訂〕」（平成
28 年 3月）では，各学校や設置者において設定する評価項目・指標等の参考例として，学力調査や運動・
体力調査の結果など，生徒の学力・体力の状況を把握するデータを例示している。また，平成	30	年３月
に制度化され平成 31 年度から本格的に利活用が開始される予定の「高校生のための学びの基礎診断」（高
等学校における生徒の基礎学力の定着度合いを測定する民間の試験等を文部科学省が一定の要件に適合す
るものとして認定する仕組み）を高等学校における多様な学習成果を測定するツールの一つとして活用し，
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生徒自身の学習の改善や教師による指導の改善に生かすことも考えられる。	

（ｳ）	教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと	　
　教育課程の実施に当たっては，人材や予算，時間，情報といった人的又は物的な資源を，教育の内容と
効果的に組み合わせていくことが重要となる。学校規模，教職員の状況，施設設備の状況などの人的又は
物的な体制の実態は，学校によって異なっており，教育活動の質の向上を組織的かつ計画的に図っていく
ためには，これらの人的又は物的な体制の実態を十分考慮することが必要である。とりわけ高等学校にお
いては，課程，学科が様々で，生徒の特性や進路に対応するため類型や選択科目の配当等が多様であるこ
とから，各学校の実態を踏まえて体制を工夫し，組織体としての総合的な力を発揮していくことが特に重
要となる。その際，特に，教師の指導力，教材・教具の整備状況，地域の教育資源や学習環境（近隣の学
校や大学，研究機関，社会教育施設，生徒の学習に協力することのできる人材等）などについて客観的か
つ具体的に把握して，教育課程の編成に生かすことが必要である。	　
　本項では，こうした人的又は物的な体制を確保することのみならず，その改善を図っていくことの重要
性が示されている。各学校には，校長，副校長や教頭のほかに教務主任をはじめとして各主任等が置かれ，
それらの担当者を中心として全教職員がそれぞれ校務を分担して処理している。各学校の教育課程は，こ
れらの学校の運営組織を生かし，各教職員がそれぞれの分担に応じて教育課程に関する研究を重ね，創意
工夫を加えて編成や改善を図っていくことが重要である。また，学校は地域社会における重要な役割を担
い地域とともに発展していく存在であり，学校評議員制度や学校運営協議会制度，地域学校協働活動等の
推進により，学校と地域の連携・協働を更に広げ，教育課程を介して学校と地域がつながることにより，
地域でどのような子供を育てるのかといった目標を共有し，地域とともにある学校づくりが一層効果的に
進められていくことが期待される。
　以下，それぞれの項目の趣旨を踏まえて学校において実際に教育課程の編成や改善に取り組む際の手順
の一例を参考として示す。もっとも，編成した教育課程に基づき実施される日々の教育活動はもとより，
教育課程の編成や改善の手順は必ずしも一律であるべきではなく，それぞれの学校が学習指導要領等の関
連の規定を踏まえつつ，その実態に即して，創意工夫を重ねながら具体的な手順を考えるべきものである。
この点に十分留意することが求められる。

（手順の一例）	
（1）	教育課程の編成に対する学校の基本方針を明確にする。	
　　基本方針を明確にするということは，教育課程の編成に対する学校の姿勢や作業計画の大綱を明らかにすると
ともに，それらについて全教職員が共通理解をもつことである。	
ア　学校として教育課程の意義，教育課程の編成の原則などの編成に対する基本的な考え方を明確にし，全教

職員が共通理解をもつ。	
　イ　編成のための作業内容や作業手順の大綱を決め，作業計画の全体について全教職員が共通理解をもつ。	

（2）	教育課程の編成・実施のための組織と日程を決める。
　教育課程の編成・実施は，校長のリーダーシップの下，組織的かつ計画的に取り組む必要がある。教育課程の
編成・実施を担当する組織を確立するとともに，それを学校の組織全体の中に明確に位置付ける。
　また，編成・実施の作業日程を明確にするとともに，学校が行う他の諸活動との調和を図る。その際，既存の
組織や各種会議の在り方を見直し必要に応じ精選を図るなど業務改善の視点をもつことも重要である。	
ア		編成・実施のための組織を決める。	
（ｱ）編成・実施に当たる組織及び各種会議の役割や相互関係について基本的な考え方を明確にする。	
（ｲ）編成・実施に当たる組織及び各種会議を学校の組織全体の中に位置付け，組織内の役割や分担を具体的
に決める。	
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イ　編成・実施のための作業日程を決める。
	　　分担作業やその調整を含めて，各作業ごとの具体的な日程を決める。	

（3）	教育課程の編成のための事前の研究や調査をする。
　事前の研究や調査によって，教育課程についての国や教育委員会の基準の趣旨を理解するとともに，教育課程
の編成に関わる学校の実態や諸条件を把握する。	
ア　教育課程についての国の基準や教育委員会の規則などを研究し理解する。	
イ　生徒の心身の発達の段階や特性，進路，学校及び地域の実態等を把握する。その際，保護者や地域住民の意

向，生徒の状況等を把握することに留意する。	

（4）	学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項を定める。	　
　学校の教育目標など教育課程の編成の基本となる事項は，学校教育の目的や目標及び教育課程の基準に基づき
ながら，しかも各学校が当面する教育課題の解決を目指し，両者を統一的に把握して設定する。	
ア　事前の研究や調査の結果を検討し，学校教育の目的や目標に照らして，それぞれの学校や生徒が直面してい

る教育課題を明確にする。
イ　学校教育の目的や目標を調和的に達成するため，各学校の教育課題に応じて，学校の教育目標など教育課程

の編成の基本となる事項を設定する。	
ウ　編成に当たって，特に留意すべき点を明確にする。	

（5）	教育課程を編成する。	　
　教育課程は学校の教育目標の実現を目指して，各教科・科目等及び指導内容を選択し，組織し，それに必要な
単位数や授業時数を定めて編成する。	
ア　学校の教育目標の効果的な達成を図るため，重点を置くべき事項を明確にしながら，修得総単位数や各年次

の修得単位数，類型の有無や種類，必履修教科・科目と選択科目などの構成と履修年次，総合的な探究の時間，
特別活動の位置付け等教育課程の基本的な構造について，相互の関連を考慮しながら定める。	

イ　各教科・科目等及びその指導内容を選択し，定める。	
（ｱ）各教科・科目（必履修教科・科目，選択科目，学校設定教科・科目）の構成，総合的な探究の時間の内容，

特別活動の構成等を具体的に定める。
（ｲ）指導内容について，その基礎的・基本的な知識及び技能を明確にする。	
（ｳ）各教科等の指導において，基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と思考力，判断力，表現力等の育成

を図るとともに，主体的に学習に取り組む態度を養う指導の充実や個に応じた指導を推進するよう配慮す
る。

（ｴ）学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育，体育・健康に関する指導及び就業やボランティアに関わる体験
的な学習の指導について，適切な指導がなされるよう配慮する。

（ｵ）学習の基盤となる資質・能力や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力など，学校として，教科等
横断的な視点で育成を目指す資質・能力を明確にし，その育成に向けた適切な指導がなされるよう配慮する。	

（ｶ）生徒や学校，地域の実態に応じて学校が創意を生かして行う総合的な探究の時間を適切に展開できるよう配
慮する。

（ｷ）各教科等の指導内容に取り上げた事項について，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通
して資質・能力を育む効果的な指導ができるよう，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら，
そのまとめ方や重点の置き方を検討する。	

ウ　各教科・科目等及びその指導内容を組織する。
（ｱ）基礎的，基本的な指導を重視するとともに，発展的，系統的な指導ができるように類型や年次に応じ，各教

科・科目等を配列し組織する。また，指導のまとめ方，指導の順序及び重点の置き方に工夫を加える。
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（ｲ）各教科・科目，総合的な探究の時間及び特別活動について，各教科・科目等間の指導内容相互の関連を図る。
（ｳ）各教科・科目等の指導内容相互の関連を明確にする。
（ｴ）発展的，系統的な指導ができるように指導内容を配列し組織する。	
　エ　単位数や授業時数を配当する。
（ｱ）指導内容との関連において，各教科・科目，総合的な探究の時間及び特別活動について，それぞれの単位数

や授業時数を定める。
（ｲ）各教科・科目等や学習活動の特質に応じて，創意工夫を生かし，１年間の中で，学期，月，週ごとの各教科・

科目等の授業時数を定める。
（ｳ）各教科・科目等の授業の１単位時間を，生徒の発達の段階及び各教科・科目等や学習活動の特質を考慮して

適切に定める。	

（6）教育課程を評価し改善する	　
　　実施中の教育課程を検討し評価して，その改善点を明確して改善を図る。	
ア　評価の資料を収集し，検討する。	
イ　整理した問題点を検討し，原因と背景を明らかにする。	
ウ　改善案をつくり，実施する。

第７章　学校運営上の留意事項
第１節　教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等
１　カリキュラム・マネジメントの実施と学校評価との関連付け（第１章総則第６款１ア）

ア　各学校においては，校長の方針の下に，校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ，相互
に連携しながら，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。
また，各学校が行う学校評価については，教育課程の編成，実施，改善が教育活動や学校運営の中核
となることを踏まえ，カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。	

　本項は，カリキュラム・マネジメントを，校長の方針の下に，全教職員の適切な役割分担と連携に基づき行う
とともに，学校評価と関連付けて行うことを示している。
　カリキュラム・マネジメントは，本解説第３章第１節５において示すように，学校教育に関わる様々な取組を，
教育課程を中心に据えて組織的かつ計画的に実施し，教育活動の質の向上につなげていくものである。カリキュ
ラム・マネジメントの実施に当たって，「校長の方針の下に」としているのは，学校の教育目標など教育課程の
編成の基本となる事項とともに，校長が定める校務分掌に基づくことを示しており，全教職員が適切に役割を分
担し，相互に連携することが必要である。その上で，生徒の実態や地域の実情，指導内容を踏まえて効果的な年
間指導計画等の在り方や，授業時間や週時程の在り方等について，校内研修等を通じて研究を重ねていくことも
重要であり，こうした取組が学校の特色を創り上げていくこととなる。
　また，各学校におけるカリキュラム・マネジメントの取組は，学校が担う様々な業務の進め方の改善を伴って
より充実することができる。この点からも，「校長の方針の下に」学校の業務改善を図り，指導の体制を整えて
いくことが重要となる。	
　また，各学校が行う学校評価は，学校教育法第 42条において「教育活動その他の学校運営の状況について評
価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずる」と規定されており，教育課程の編
成，実施，改善は教育活動や学校運営の中核となることを踏まえ，教育課程を中心として教育活動の質の向上を
図るカリキュラム・マネジメントは学校評価と関連付けて実施することが重要である。	
　学校評価の実施方法は，学校教育法施行規則第 66条から第 68条までに，自己評価・学校関係者評価の実施・
公表，　評価結果の設置者への報告について定めるとともに，文部科学省では法令上の規定等を踏まえて「学校
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評価ガイドライン〔平成 28 年改訂〕」（平成 28 年３月文部科学省）を作成している。同ガイドラインでは，具
体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきことではあるが，その設定について検
討する際の視点となる例が 12分野にわたり示されている。カリキュラム・マネジメントと関連付けて実施する
観点からは，教育課程・学習指導に係る項目はもとより，当該教育課程を効果的に実施するための人的又は物的
な体制の確保の状況なども重要である。	
　各学校は，例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，その重点目標を達成するために必要な項目・指
標等を精選して設定することが期待され，こうした例示も参照しながら各教科等の授業の状況や教育課程等の状
況を評価し改善につなげていくことが求められる。	

　学校教育法	
第 42条　	小学校は，文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について

評価を行い，その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより，その教育水
準の向上に努めなければならない。	

第 43 条　	小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに，これらの
者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報
を積極的に提供するものとする。	

第 62 条　	第 30 条第２項，第 31条，第 34条，第 37条第４項から第 17項まで及び第 19項並びに第 42条から
第 44条までの規定は，高等学校に準用する。	

　学校教育法施行規則	
第 66条　	小学校は，当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行い，その結果を公表

するものとする。	
２　前項の評価を行うに当たつては，小学校は，その実情に応じ，適切な項目を設定して行うものとする。	

第 67 条　	小学校は，前条第１項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学
校の関係者（当該小学校の職員を除く。）による評価を行い，その結果を公表するよう努めるものとする。	

第 68 条　	小学校は，第 66条第１項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果
を，当該小学校の設置者に報告するものとする。	

第 104 条		第 43 条から第 49 条まで（第 46 条を除く。），第 54条，第 57 条から第 71 条まで（第 69 条を除く。）
の規定は，高等学校に準用する。

（参考：学校評価ガイドラインにおける教育課程の評価）	　
　文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン」では，各学校や設置者において評価項目・指標等の設定につい
て検討する際の視点となる例として考えられるものを便宜的に分類した学校運営における以下の 12分野ごとに例
示している。（なお，専門高校については，この 12 分野に掲げたものの中で様々な分野における産業の担い手や
後継者を育成するための教育を行うという特性から，評価項目・指標等を検討する際の視点を示している。）	
①教育課程・学習指導，②キャリア教育（進路指導），③生徒指導，④保健管理，⑤安全管理，⑥特別支援教育，
⑦組織運営，⑧研修（資質向上の取組），⑨教育目標・学校評価，⑩情報提供，⑪保護者，地域住民等との連携，
⑫環境整備	　
　これらの例示を参考にしつつ，具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは各学校が判断するべきであ
るが，各学校は設定した学校の教育目標の実現に向けた教育課程や人的又は物的な体制に関わる評価項目・指標に
ついて，例示された項目を網羅的に取り入れるのではなく，真に必要な項目・指標等を精選して設定することが期
待される。

（例えば「教育課程・学習指導」については，以下の項目が例示されている）	
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■　教育課程・学習指導	
○　各教科等の授業の状況	
・　説明，板書，発問など，各教師の授業の実施方法	
・　視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の活用	
・　体験的な学習や問題解決的な学習，生徒の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習の状況	
・　個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，生徒の興味・関心等に応じた課題学習，補充的な学習や

発展的な学習などの個に応じた指導の方法等の状況	
・　ティーム・ティーチング指導などにおける教師間の協力的な指導の状況	
・　学級内における生徒の様子や，学習に適した環境に整備されているかなど，学級経営の状況	
・　コンピュータや情報通信ネットワークを効果的に活用した授業の状況	
・　学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，生徒の発達の段階に即した指導に関する状況	
・　授業や教材の開発に地域の人材など外部人材を活用し，よりよいものとする工夫の状況	

○　教育課程等の状況	
・　学校の教育課程の編成・実施の考え方についての教職員間の共通理解の状況	
・　生徒の学力・体力の状況を把握し，それを踏まえた取組の状況	
・　生徒の学習について観点別学習状況の評価や評定などの状況
・　学校図書館の計画的利用や，読書活動の推進の取組状況	
・　体験活動，学校行事などの管理・実施体制の状況	
・　部活動など教育課程外の活動の管理・実施体制の状況	
・　必要な教科等の指導体制の整備，授業時数の配当の状況
・　学習指導要領や各教育委員会が定める基準にのっとり，生徒の発達の段階に即した指導の状況
・　教育課程の編成・実施の管理の状況（例：教育課程の実施に必要な，教科等ごと等の年間の指導計画や週案

などが適切に作成されているかどうか）	
・　	生徒の実態を踏まえた，個別指導やグループ別指導，習熟度に応じた指導，補充的な学習や発展的な学習など，

個に応じた指導の計画状況	
・　	幼小連携，小中連携など学校間の円滑な接続に関する工夫の状況	
・　（データ等）学力調査等の結果	
・　（データ等）運動・体力調査の結果
・　（データ等）生徒の学習についての観点別学習状況の評価・評定の結果
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◆幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について（答申）（平成 28 年 12 月 21 日）

　中央教育審議会　抜粋　

第1部　学習指導要領改訂の基本的な方向性
第4章　学習指導要領等の枠組みの改善と「社会に開かれた教育課程」
２．	学習指導要領等の改善の方向性
（２）	教育課程を軸に学校教育の改善・	充実の好循環を生み出す「カリキュラム・	マネジメント」の実現（ｐ 23）
（「カリキュラム・	マネジメント」の重要性）
○　第二は，各学校における「カリキュラム・マネジメント」の確立である。改めて言うまでもなく，教育課程とは，

学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を子供の心身の発達に応じ，授業時数との関連にお
いて総合的に組織した学校の教育計画であり，その編成主体は各学校である。各学校には，学習指導要領
等を受け止めつつ，子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて，各学校が設定する学校教育目標を実現する
ために，学習指導要領等に基づき教育課程を編成し，それを実施・評価し改善していくことが求められる。
これが，いわゆる「カリキュラム・マネジメント」である。

○　「社会に開かれた教育課程」の理念のもと，子供たちが未来の創り手となるために求められる資質・能力を
育んでいくためには，子供たちが「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」など，前
項（１）において掲げた①〜⑥に関わる事項を各学校が組み立て，家庭・地域と連携・協働しながら実施し，
目の前の子供たちの姿を踏まえながら不断の見直しを図ることが求められる。今回の改訂は，各学校が学
習指導要領等を手掛かりに，この「カリキュラム・マネジメント」を実現し，学校教育の改善・充実の好
循環を生み出していくことを目指すものである。

○　特に，次期学習指導要領等が目指す理念を実現するためには，教育課程全体を通した取組を通じて，教科等
横断的な視点から教育活動の改善を行っていくことや，学校全体としての取組を通じて，教科等や学年を
越えた組織運営の改善を行っていくことが求められる。各学校が編成する教育課程を軸に，教育活動や学
校経営などの学校の全体的な在り方をどのように改善していくのかが重要になる。

（「カリキュラム・	マネジメント」の三つの側面）
○　こうした「カリキュラム・マネジメント」については，これまで，教育課程の在り方を不断に見直すという以
下の②の側面から重視されてきているところであるが，「社会に開かれた教育課程」の実現を通じて子供たちに
必要な資質・能力を育成するという，新しい学習指導要領等の理念を踏まえれば，これからの「カリキュラム・
マネジメント」については，以下の三つの側面から捉えることができる。
①　各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校教育目標を踏まえた教科等横断的な視点で，その目標の達成に
必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

②　教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき，教育課程
を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立すること。

③　教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み
合わせること。

（全ての教職員で創り上げる各学校の特色）
○　「カリキュラム・マネジメント」の実現に向けては，校長又は園長を中心としつつ，教科等の縦割りや学年を
越えて，学校全体で取り組んでいくことができるよう，学校の組織や経営の見直しを図る必要がある。そのため
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には，管理職のみならず全ての教職員が「カリキュラム・マネジメント」の必要性を理解し，日々の授業等につ
いても，教育課程全体の中での位置付けを意識しながら取り組む必要がある。また，学習指導要領等の趣旨や枠
組みを生かしながら，各学校の地域の実情や子供たちの姿等と指導内容を見比べ，関連付けながら，効果的な年
間指導計画等の在り方や，授業時間や週時程の在り方等について，校内研修等を通じて研究を重ねていくことも
重要である。

○　このように，「カリキュラム・マネジメント」は，全ての教職員が参加することによって，学校の特色を創り
上げていく営みである。このことを学校内外の教職員や関係者の役割分担と連携の観点で捉えれば，管理職や教
務主任のみならず，生徒指導主事や進路指導主事なども含めた全ての教職員が，教育課程を軸に自らや学校の役
割に関する認識を共有し，それぞれの校務分掌の意義を子供たちの資質・能力の育成という観点から捉え直すこ
とにもつながる。

○　また，家庭・地域とも子供たちにどのような資質・能力を育むかという目標を共有し，学校内外の多様な教育
活動がその目標の実現の観点からどのような役割を果たせるのかという視点を持つことも重要になる。そのため，
園長・校長がリーダーシップを発揮し，地域と対話し，地域で育まれた文化や子供たちの姿を捉えながら，地域
とともにある学校として何を大事にしていくべきかという視点を定め，学校教育目標や育成を目指す資質・能力，
学校のグランドデザイン等として学校の特色を示し，教職員や家庭・地域の意識や取組の方向性を共有していく
ことが重要である。

（資質・	能力の育成を目指した教育課程編成と教科等間のつながり）
○　こうした組織体制のもと，これからの時代に求められる資質・能力を育むためには，各教科等の学習とともに，
教科等横断的な視点に立った学習が重要であり，各教科等における学習の充実はもとより，教科等間のつながり
を捉えた学習を進める必要がある。そのため，教科等の内容について，「カリキュラム・マネジメント」を通じ
て相互の関連付けや横断を図り，必要な教育内容を組織的に配列し，各教科等の内容と教育課程全体とを往還さ
せるとともに，人材や予算，時間，情報，教育内容といった必要な資源を再配分することが求められる。

○　特に，特別活動や総合的な学習の時間 54においては，各学校の教育課程の特色に応じた学習内容等を検討し
ていく必要があることから，「カリキュラム・マネジメント」を通じて，子供たちにどのような資質・能力を育
むかを明確にし，それを育む上で効果的な学習内容や活動を組み立て，各教科等における学びと関連付けていく
ことが不可欠である。

○　このような「カリキュラム・マネジメント」はどの学校段階においても強く要請されるものであるが，第２部
第１章２．（４）において述べるように，小学校における授業時数の確保をその中でどのように行っていくかは，
各学校の力量や教育行政の真価が問われる課題である。各学校の特色を踏まえた創意工夫を生かしつつ，取り
得る選択肢の検証や普及，必要な条件整備などについて，国や教育委員会が支援体制を整えていくことが求め
られる。

○　また，特に高等学校においては，教科・科目選択の幅の広さを生かしながら，生徒に育成する資質・能力を明
らかにし，具体的な教育課程を編成していくことが求められる。義務教育段階の学習内容の学び直しなど，生徒
の多様な学習課題を踏まえながら，学校設定教科・科目を柔軟に活用していくことも求められる。

（学校評価との関係）
○　各学校が自らの教育活動その他の学校運営について，目指すべき目標を設定し，その達成状況や達成に向けた
取組の適切さ等について評価し改善していく取組である学校評価についても，子供たちの資質・能力の育成や「カ
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リキュラム・マネジメント」と関連付けながら実施されることが求められる。

○　学校のグランドデザインや学校経営計画に記される学校教育目標等の策定は，教育課程編成の一環でもあり，
「カリキュラム・マネジメント」の中心となるものである。学校評価において目指すべき目標を，子供たちにど
のような資質・能力を育みたいかを踏まえて設定し，教育課程を通じてその実現を図っていくとすれば，学校評
価の営みは「カリキュラム・マネジメント」そのものであると見ることもできる。各学校が育成を目指す資質・
能力を学校教育目標として具体化し，その実現に向けた教育課程と学校運営を関連付けながら改善・充実させて
いくことが求められる。

（教育課程の実施状況の把握）
○　教育課程を軸に，教育活動や学校経営の不断の見直しを図っていくためには，子供たちの姿や地域の現状等を
把握できる調査結果や各種データ等が必要となる。国，教育委員会等及び学校それぞれにおいて，学習指導要領
等に基づく教育課程の実施状況を定期的に把握していくことが求められる。

（３）「主体的・	対話的で深い学び」の実現（「アクティブ・	ラーニング」の視点）
○　第三は，子供たちが，学習内容を人生や社会の在り方と結び付けて深く理解し，これからの時代に求められる
資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続けたりすることができるようにするため，子供たちが「ど
のように学ぶか」という学びの質を重視した改善を図っていくことである。

○　学びの質を高めていくためには，第７章において述べる「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて，日々
の授業を改善していくための視点を共有し，授業改善に向けた取組を活性化していくことが重要である。

○　これが「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善であるが，形式的に対話型を取り入れた授業や特定
の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではなく，子供たちそれぞれの興味や関心を基に，一人一人の
個性に応じた多様で質の高い学びを引き出すことを意図するものであり，さらに，それを通してどのような資質・
能力を育むかという観点から，学習の在り方そのものの問い直しを目指すものである。

○　次期学習指導要領が目指すのは，学習の内容と方法の両方を重視し，子供たちの学びの過程を質的に高めてい
くことである。単元や題材のまとまりの中で，子供たちが「何ができるようになるか」を明確にしながら，「何
を学ぶか」という学習内容と，「どのように学ぶか」という学びの過程を，前項（２）において述べた「カリキュ
ラム・マネジメント」を通じて組み立てていくことが重要になる。

○　また，「カリキュラム・マネジメント」は，学校の組織力を高める観点から，学校の組織や経営の見直しにつ
ながるものである。その意味において，今回の改訂において提起された「アクティブ・ラーニング」と「カリキュ
ラム・マネジメント」は，教育課程を軸にしながら，授業，学校の組織や経営の改善などを行うためのものであ
り，両者は一体として捉えてこそ学校全体の機能を強化することができる。

第５章　何ができるようになるか	－育成を目指す資質・	能力－
２．資質・	能力の三つの柱に基づく教育課程の枠組みの整理
（各学校が育成を目指す資質・	能力の具体化）	（ｐ 31）
○　こうした枠組みを踏まえ，教育課程全体を通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかは，各学校の学校
教育目標等として具体化されることになる。こうした学校教育目標等は，前述した「カリキュラム・マネジメン
ト」の中心となるものである。学習指導要領等が，教育の根幹と時代の変化という「不易と流行」を踏まえて改
善が図られるように，学校教育目標等についても，同様の視点から，学校や地域が作り上げてきた文化を受け継
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ぎつつ，子供たちや地域の変化を受け止めた不断の見直しや具体化が求められる。特に「学びに向かう力・人間
性等」については，各学校が子供の姿や地域の実情を踏まえて，何をどのように重視するかなどの観点から明確
化していくことが重要である。
○　各学校においては，資質・能力の三つの柱に基づき再整理された学習指導要領等を手掛かりに，「カリキュラム・
マネジメント」の中で，学校教育目標や学校として育成を目指す資質・能力を明確にし，家庭や地域とも共有し
ながら，教育課程を編成していくことが求められる。

第10章　実施するために何が必要か－学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策－
２．学習指導要領等の実施に必要な諸条件の整備	
（教員の資質・	能力の向上）（p65）
○　これからの教員には，学級経営や児童生徒理解等に必要な力に加え，教科等を越えた	「カリキュラム・マネジ
メント」の実現や，「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善や教材研究，学習評価の改善・充
実などに必要な力等が求められる。教科等の枠を越えた校内の研修体制の一層の充実を図り，学校教育目標や育
成を目指す資質・能力を踏まえ，「何のために」「どのような改善をしようとしているのか」を教員間で共有しな
がら，学校組織全体としての指導力の向上を図っていけるようにすることが	重要である。

（指導体制の整備・	充実）（p66）
○　こうした取組を通じて，教員一人一人が校内研修，校外研修などの様々な研修の機会	を活用したり，自主的
な学習を積み重ねたりしながらその力量を向上させていくとともに，教員一人一人の力量が発揮されるよう，必
要な指導体制を整備していくことも必要	である。	

○　前述のような教員の研修機会を確保するとともに，次期学習指導要領等を踏まえた「カリキュラム・マネジメ
ント」の実現や，「主体的・対話的で深い学び」を実現するための	授業改善や教材研究，学習評価の充実，子供
一人一人の学びを充実させるための少人数によるきめ細かな指導の充実など，次期学習指導要領等における指導
や業務の在り方に対応するため，必要な教職員定数の拡充を図ることが求められる。

３．社会との連携・	協働を通じた学習指導要領等の実施
（新しい教育課程が目指す理念の共有と広報活動の充実）（ｐ 71）
○　こうした取組を進めるに当たっては，新しい教育課程が目指す理念を，学校や教育関係者のみならず，保護者
や地域の人々，産業界等を含め広く共有し，社会全体で協働的に子供の成長に関わっていくことが必要である。
○　特に学校現場への周知については，誰に向けてどのように伝えていくかというプロセスそのものが重要になる。
例えば，学校長に対してどのように伝えるかは，学校としてどのような目標を掲げ「カリキュラム・マネジメン
ト」を実質化していくのかという観点からも重要な要素となる。
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